
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 （障害者差別解消法）
　施設や制度、文化などの中で、障がいのある方が生活する上で妨げとなってしまうもの（社会的障壁）があります。それらを
乗り越えるため、お互いについて理解し、現状をより良くし、みんなが暮らしやすい環境を、一人ひとり考えていきましょう。 

障がいを理由とする不当な差別的取り扱い 合理的配慮の提供

役所・会社・お店など してはいけない（禁止） しなければならない（義務）

合理的配慮
って

なんだろう？

●聴覚障がいのある方のために、手話通訳者等を配
　置した専用接種会場を用意しました。
●知的障がいのある方のために、通所施設などでの
　接種を行いました。
　【接種会場 ： 20か所、延べ 1,158名】

新型コロナワクチン接種のための
区での合理的配慮(　　　　　    )

通所施設での接種を利用した
家族の声
　子どもに知的障がいがあるため、集団接
種会場では騒いでしまうと思い、困っていま
した。ゆったり打てて、待機時間も本人の
ペースで過ごすことができたので、通所施設
でのワクチン接種ができて良かったです。

表紙の方▶ 区内在住の長岡さんとエディちゃん（介助犬）

　具体的な声はより良い配慮の形につながると私は考えています。犬が怖いなど
の不安も我慢せずに伝えてください。私たちも補助犬と暮らしやすく、周りの方も
安心して受け入れられる、合理的配慮の良い事例が増えることを願っています。

目に障がいのある方が
安全に歩けるお手伝い
をします

導犬盲 もうどうけん

耳に障がいのある方
へ生活に必要な音を
知らせます

導犬聴 ちょうどうけん

体に障がいのある方
の日常生活を手助け
します

助犬介 かいじょけん
補助犬
とは

障がい福祉トピックス ご存じですか？ こんな取り組み

合理的配慮の例
1 2

3 4

いらっしゃいませ！
いいですよ。

念のため、
犬が苦手な方が
いるか確認
しますね。

こんにちは、
この子は介助犬です。
一緒でも
いいですか？

それなら
離れた席に
ご案内するのは
どうですか？

お会計も、
それぞれ席で
できるように
しますよ。

あの…私、
犬アレルギーなんです。

近くに行くと
体がかゆくなって
しまうので困ります。

それなら
安心しました！

ありがとう
ございます。

お互いの情報や意見を伝え合いながら
壁を乗り越えていくこと

表紙のお店▶すまいるブレイクCAFE＆BAKERY

▶場　　所　中央4－30－11さぽーとぴあB棟1階
▶営業時間　午前10時～午後5時  店内飲食は午後4時まで
▶定 休 日　土・日曜、休日

　相手からできる範囲での提案
があれば、その方法でも大丈夫
かどうかも考えつつ、自分の考え
を相手に伝えましょう。

配慮を求める側
　実際にできそうか、費用や負担がどれくらいかかりそう
か、などの視点から、提案のあった方法で配慮の提供ができ
るかどうか考えてみましょう。もし難しいようであれば、代替
案を検討するなどして、そのことを相手に伝えましょう。

配慮を求められた側

　最初に提案のあった方法では対応が難しい場合でも、
話し合いながら歩み寄り、お互いに納得できる配慮の方
法を探すことが大切です。【建設的対話】

　障がいのない方と同じようにサービス
や制度などを利用するため

配慮を求める声

「おおむすび」をご存じですか？大森東福祉園 ×
ふるはまを育てる会・汐風

　大森ふるさとの浜辺
公園にあるレストラン
「汐風」では、大森東福
祉園の利用者が手作り
しているエコバックを、
食事の持ち帰り用の袋として活用しています。
「地域のため、環境のため、何かできないか」と
いう発想から、古新聞を再利用したこの事業が
始まりました。大森ふるさとの浜辺公園にお越
しの際は、ぜひお立ち寄りください。
｠▶問合先　大森東福祉園　
☎ 3766－5760　　　3766－5761

　「おおむすび」とは、区内にある障がい
者施設が連携して、施設利用者の工賃
向上・社会参加を促進する取り組みの
ことです。

オフィス・サポート・センター開設 ～障がい者の活躍推進・共生社会の実現に向けて～

▲
英字新聞を使ったエコバック

FAX

▶問合先　志茂田福祉センター管理係　☎ 3734－0763　　　 3734－0797FAX

　区では、令和3年度から障がいのある方を対象として会計年度任用職員（オフィス・サポー
ター）の採用を始めました。
　現在、オフィス・サポーターとして6名の方が活躍しています。

▶問合先　人事課制度企画担当　☎ 5744－1159　　　5744－1507FAX

つばさホーム前の浦の短期入所

　令和3年4月、短
期入所事業を開始
しました。ご家族の
疾病や休養などの
事情により、一時
的にご家庭での介
護を受けることが困難になった場合に、短期
間、施設にて必要な支援を行います。
　対象者や利用方法については問合先までお
問い合わせください。

▶問合先　つばさホーム前の浦
☎ 5737－0771　　　5737－0773
▶予約受付時間　午前9時30分～午後5時
▶予約電話番号　☎ 5737－0772

FAX

　毎年、障がい
のある方が創
り上げた、個性
豊かで魅力あ
ふれる作品を、
数多く展示して
います。
　出品された作品の一つひとつに工夫が凝らさ
れ、作者の思いが表現されています。作品を通
して作者のエネルギーを感じてみませんか。

▶日時　２月22日（火）～27日（日）
　　　　午前９時～午後５時
▶会場　池上会館

しょうがい者文化展

▲ 昨年度の様子

　区議会では、
全ての方に安
心して傍聴い
ただけるよう手
話通訳者の派
遣、FM受信機
の貸し出しなどを行っています。より一層傍聴
しやすい環境を整備するため、令和３年第４回
定例会からは、議場内にモニターを設置し、音
声認識によるリアルタイム文字表示を行うシス
テムの試験導入を行っています。
　

▶問合先　議会事務局議事担当　
☎ 5744－1473　　　5744－1541

区議会の傍聴

FAX
FAX

▲ 発言内容を文字表示している様子

区議会HPはコチラ▶

　手や足に重度の障がい
のある方が外出をすると
き、家族などの付き添い
ができないことがありま
す。車椅子の介助など、移
動を支援をしてくださる
ボランティアを募集して
います。

▶対象　区内在住で18～64歳の方
▶活動内容　障がいのある方の外出時の
　　　　　　付き添い（車椅子の介助など）
▶謝礼　９８０円（1時間）
▶問合先　障害福祉課 障害者支援担当　
☎ 5744－1251　　　5744－1555

ボランティアの募集
～重度身体障害者ガイドヘルパー～

● オフィス・サポーターの声 ●

● おおむすびの活動内容の一例 ●

和気あいあいとした楽しい
雰囲気です。なんでも相談
しやすいです。

みんなと協力して行う仕事に、
やりがいを感じます。

支援員の方が体調を考慮して業務調
整してくれるのが助かります。おかげ
で体調を崩すことが減りました。

さまざまな業務を経験して成長
することが目標になりました。

▲
詳細はコチラ

▲ 各施設で製造した焼き菓子や雑貨。
イベント販売も行っています

▲ 企業から受注した軽作業。
お気軽にご相談ください

▲ 区長報告の様子

　平成２８年に多摩美
術大学の学生とのコ
ラボレーションにより
誕生したロゴマーク。
「人と人のつながりの
きっかけになるように」という願いが込め
られています。

しおかぜ
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